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一　はじめに

日本の租税法律主義とは、法律の根拠に基づくことなしに、納税義務を課

し、租税を徴収することができないという租税法の基本原則をいう1。租税法
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律主義は①課税要件法定主義、②課税要件明確主義、③合法性の原則、④手続

的保障原則という四つの子原則が構成される2。そのうち、合法性の原則は租

税法律主義の手続的側面または執行上の側面を示し、課税庁の効果裁量の否定

と租税減免要件の法定主義のことを意味する。課税庁の効果裁量の否定とは、

課税庁は課税要件の事実が充足されている限り、租税を減免し、または徴収し

ないという租税手続上の裁量権を有しないことを指す。租税減免要件の法定主

義とは、法的根拠なしに租税を徴収猶予することまたは減免することが許さな

いことを意味する3。

一方、中国において、法的根拠がない租税減免等の租税優遇措置を約束する

行政契約は投資誘致や経済発展の道具として地方政府によってよく使用されて

いる4。合法性の原則の理論では、課税庁と納税者が締結した租税減免や徴収

猶予に関する契約は言うまでもなく税法に違反し無効であって双方当事者にと

って拘束力もないはずである。しかしながら、中国の法院はそのような行政契

約の有効性を認めるのみならず、一部の学者はその契約が中国の経済発展の鍵

であり、合理的なものだと述べている5。中国の「税収法定主義」6は日本の租

税法律主義の理論に影響を受け、その内容は日本の租税法律主義とほぼ同じで

ある。ところが、中国の法院はなぜ合法性の原則に抵触する虞がある行政契約

の有効性を認めるか。関連する問題として行政契約は中国法において如何なる

法的性質を有するか。租税優遇措置に関する行政契約の有効性を判断する基準

は如何なるものであるか。その判断基準の採用について民法（契約法）と（租

税法を含む）行政法の理論は衝突になるか。両者の間には衝突があれば、民法

の基本原則とする信義則と租税法の基本原則とする租税法律主義との間に価値

判断を如何に衡量すべきか。本稿は中日両国の法制度と理論を比較した上で、

中国山東省で起きた「訊馳案」を検討対象としてこの一連の問題を明らかにす

る。
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二　素材となる事件7

1．事実の概要

本案の経緯は以下の通りである。

（1）2005年の年始に、中国山東省安丘市人民政府8は当該市政府の管轄区域

内にある「長安路」という街道をインフラ整備や不動産開発等の手段で改造さ

せて現地の経済発展を図ろうとした。2005年 9月 13日に「安丘市政府」（本

案契約の当事者、甲）は「山東萊蕪正泰鋼鉄有限公司」（以下「正泰公司」と

呼ぶ。本案契約の当事者、乙）と「安丘市長安路改造及沿街房屋開発建設項目

合同書」（以下「本案契約」と呼ぶ）を締結した。その契約によると「正泰公

司」は長安路の開発任務を担当する一方、「安丘市政府」は租税優遇措置を

「正泰公司」に与える合意に達した。当該契約は総計 9か条であり、その租税

優遇措置は以下のように当該契約の第 4条の 2項と 3項に書いてある。

2項、甲は契約の履行期に、乙の「契税」、「土地増値税」、「土地使用税」の

納付義務を免除する9。

3項、甲は乙が契約の履行期に納付した「営業税」10（「教育付加費」11、「城市

調節基金」12を含む）、「企業所得税」（地方政府のシェア分）の税額を納付手続

が済ませてから 30日以内に乙に還付しなければならない（所謂「先徴後返」）。

2005年 10月 26日に、不動産開発のため、「正泰公司」と涂建という自然人

は安丘市で「潍坊訊馳置業発展有限公司」（以下「訊馳公司」と呼ぶ）を設立

した。前述の契約によると、「訊馳公司」は当該契約における「正泰公司」の

権利と義務を承継するものとされた。その後、「訊馳公司」は契約通りにイン

フラ整備や不動産開発に着手した。2010年 5月に「訊馳公司」は契約の義務

をすべて履行した。契約義務の履行着手から履行完了まで、「訊馳公司」は

19619506元の税額（契約が定めた「契税」、「土地増値税」、「土地使用税」、及

び「営業税」や「企業所得税」）を税法に基づき納めた。即ち、「訊馳公司」

は契約の免除等の租税優遇措置を直接に利用せず、税法の規定したまま租税債
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務を履行した。

（2）本案契約の第 2項と第 3項によると、「安丘市政府」は乙の「契税」、

「土地増値税」、「土地使用税」を免除すべきであり、「営業税」や「企業所得

税」の税額を「訊馳公司」に還付しなければならない。しかしながら、「安丘

市政府」は契約の履行期限が過ぎても「訊馳公司」に税額を還付しなかった。

それで、2011年 11月 12日から「訊馳公司」は税額の還付を数回「安丘市政

府」に請求し催促した。だが、「安丘市政府」は 2015年 1月 16日にその請求

を公式に拒絶した。「訊馳公司」（一審原告）は「安丘市政府」を被告として

「潍坊市中級人民法院」（一審裁判所）に行政訴訟を提起した。その主要請求は

以下の通りである。

①本案契約が有効であることを確認する。

②被告の債務不履行行為の違法性を確認する。

③被告は原告の納めた税額及びその関連の費用を還付し、且つその延期支

払による経済損失を賠償すべきである。

2．一審

上述の事実によると、一審裁判は次の三つの争点がある。第一、本案契約は

民事契約か、それとも行政契約であるか。第二、本案契約における租税優遇措

置の文言（2項、3項）は租税法律主義に抵触する虞があってその有効性を認

めるべきであるか。第三、前項が有効であれば、原告の租税還付と損失賠償の

請求は支持すべきであるか。一審裁判所は 2016年 11月 2日に判決を下し

た13。その主要内容は以下のようである。

第一、本案契約の法的性質は行政契約であって、原告の訴訟請求は行政訴訟

の受案範囲に属する。中国の「行政訴訟法」第 12条第 1項第 11号では、行政

契約に関する紛争は行政訴訟法の受案範囲に属するとする。また、「最高人民

法院関於適用『中華人民共和国行政訴訟法』若干問題的解釈」（2015年 4月 20
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日に発し、2015年 5月 1日から施行）第 11条第 1項によると、行政庁が公共

利益と行政管理の目的を実現させるため、法定職権の範囲内で行政相手方と締

結した行政法上の権利と義務を内容とする協議等は、「行政訴訟法」第 12条第

1項第 11項の規定した行政契約に当たるとする。本案契約の内容は、被告が

インフラ整備等の公共サービスを提供するために、行政相手方とする原告と締

結した行政法上の権利と義務に関するものであり、行政契約の法定要件に一致

している。

第二、本案契約の第 4条 2項の内容は無効である一方、同条 3項の内容は有

効である。契約の有効性を判断する鍵は、その内容が法律、「行政法規」14の

「強制性規定」15に違反するかどうかである。中国の「税収徴収管理法」第 3条

2項によると、法律、行政法規の規定に違反し、勝手に租税課徴、徴収停止、

及び減税、免税、税額還付の決定を出してはならないとする。本案契約の第 4

条第 2項に規定された「契税、土地増値税、土地使用税の納付を免除する」と

いう内容は被告の権限を超えて「税収徴収管理法」第 3条 2項の「強制性規

定」に違反したので、法的効力がないと言わざるを得ない。一方、本案契約の

第 4条第 3項に規定された営業税や企業所得税の税額を原告に還付する内容

は、被告の職権を超えておらず、「税収徴収管理法」の「強制性規定」に違反

していないので、法的効力を有する。

第三、原告の税額還付とそれによる経済賠償の請求について、前項の言及し

た契約内容の法的効力の有無によって、以下のような二つの判断を下す。

まず、契税、土地増値税、土地使用税の税額還付及びそれによる経済賠償の

請求を棄却する。前述のように、本案契約の第 4条 2項の内容は税法の「強制

性規定」に違反し無効である。且つ、原告は契約通りにその納税義務が免除さ

れず、税法の規定に基づき租税を完納した。即ち、この完納行為からすれば、

双方は本案契約の第 4条 2項の内容を実際に履行せず、変更したと看做すべき

である。だが、双方は契約の変更後の権利、義務について約束していなかっ
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た。よって、法的効力がない本案契約の第 4条 2項によって税額還付と損害賠

償が生じないため、原告の契税、土地増値税、土地使用税の税額還付及びそれ

による経済賠償の請求を支持しない。

また、営業税（及び教育付加費等の費用）と企業所得税の税額還付及びそれ

による経済賠償の請求を支持する。前述のように、本案契約の第 4条 3項の内

容は税法の「強制性規定」に違反せず法的効力を有する。そのため、原告はこ

の部分に対応する契約の義務を履行したために、対価として被告は関連の税額

を還付すべきである。なお、原告の遅延履行（契約の還付期を過ぎた）による

経済損失について、民事法の関連規定に照らして、銀行の金利を基準として計

算して賠償しなければならない。

3．二審

（1）当事者の主張

一審判決の後、一審原告は不服があり、「山東省高級人民法院」に上訴を提

起した。上訴人の上訴請求及びその理由陳述は次の通りである。

第一、原審判決の「本案契約の第 4条 2項の内容は無効であって、契税、土

地増値税、土地使用税の税額還付及びそれによる経済賠償の請求を棄却する」

という認定を取り消す。「税収徴収管理法」第 3条 2項は租税の減免等の優遇

措置を勝手に納税者に与えてはならないという規定があるものの、同条 1項の

後半は「法律が国務院に授権する場合、国務院が制定した行政法規の規定に従

わなければらならない」という委任立法の文言を定めた。国務院が 2015年 5

月 10日に発した「関於税収等優恵政策相関事項的通知」（国発〔2015〕25

号）第 3条は地方政府と企業が締結した契約の「優恵政策」（租税優遇措置）

は有効であると明確に書いてあるので、本案契約の第 4条 2項は疑わなく何の

法的効力の問題もないとする。

また、原審法院は本案契約の第 4条 2項の内容を誤解したため、それが無効

― 361 ―（6）

東洋文化硏究所紀要　第 181 册



であると認定した。その条文が約束した租税優遇措置は「訊馳公司」がインフ

ラ整備や不動産開発を行ったことの対価または反対給付であり、一種の経済的

な補償手段に過ぎない。その租税優遇措置の法的有効性はこの補償手段に影響

を及ぼさない。

第二、原審判決の「営業税及びその関連の税額の還付請求を棄却する」を取

り消す。「教育付加費」と「城市調節基金」は「訊馳公司」の納めた営業税に

基づき課徴する付加税の存在である。「教育付加費」を「訊馳公司」に還付し

たのに、同じ法的性質の「城市調節基金」を還付しない理由がない。なお、

「城市調節基金」の還付は本案契約に約束された内容であって当事者双方に拘

束するので、「安丘市政府」は一方的にその内容を変更する権利を有しない。

第三、「安丘市政府」の債務不履行で契約に約束された租税優遇の目標は実

現させず、「誠信原則（信義則）」に抵触する。

「訊馳公司」の上訴請求に対して、「安丘市政府」は被上訴人として次のよう

に反論した。

第一、本案契約の法的性質は民事契約であるので行政訴訟の受理範囲に属し

ない。本案契約の内容は二つの部分から構成される。一つは長安路のインフラ

整備であり、もう一つは長安路の不動産開発である。どちらも民事法上の権

利、義務のみに関わるので、本案契約は行政契約ではなく民事契約に属すべき

である。

第二、本案契約の第 4条 2項の内容は無効であって、関連税額の税額還付及

びそれによる経済賠償の請求を棄却するという原審判決の部分を維持すべきで

ある。なぜなら、その契約内容は「税収徴収管理法」等の税法の「強制性規

定」に違反し、無効である。

尚且つ、本案契約の第 4条 3項に規定された「先徴後返」（法的根拠なしに

税金を先に徴収してから納税者に還付する）は法定の税収手続秩序を混乱さ

せ、市政府の権限を超えたので、法的効力を有しない。そのため、法的効力が
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ない契約内容は履行する必要もないので、「城市調節基金」、「教育付加費」ど

ころが、さらに「営業税」そのものを還付する義務はない。

第三、「誠信原則」は民法の基本原則であり、租税法律関係に適用されうる

としても、国家利益と社会公共利益を損害してはならない。「訊馳公司」が請

求する還付税額及び経済補償額は契約期内において投入した資本の総額を遥か

に超えたので、国家利益と社会公共利益を損害する虞がある。「誠信原則」に

基づき、直接的に税額還付を請求することはより慎重に検討しなければならな

い。

（2）二審の判旨

二審には三つの争点がある。それは①本案紛争は行政訴訟の受案範囲である

か、②本案契約の第 4条 2項、3項の内容は有効であるか、③「誠信原則」は

租税法律関係において適用されうるかという三つの問題である。山東省高級人

民法院（二審裁判所）はこの争点をめぐって 2017年 7月 18日に以下の判決を

下した。

破棄自判。

第一、本案契約は行政契約であって、「訊馳公司」の上訴請求は行政訴訟の

受理範囲に属する。「行政訴訟法」第 12条 11項と最高人民法院が発した「関

於適用『中華人民共和国行政訴訟法』若干問題的解釈」第 11条では、行政契

約は行政訴訟の受理範囲に属し、行政契約は公共利益または行政管理のため

に、行政庁がその職権内に行政相手方と締結した行政法上の権利、義務を内容

とする協定であるとする。本案契約の内容からみれば、長安路のインフラ整備

や不動産開発はいうまでもなく公共利益にかかわり、安丘市政府の職権内の事

項である。なお、「訊馳公司」はそのインフラ整備や不動産開発を完成させる

一方、安丘市政府は租税優遇措置を与える。本案契約における土地管理や租税

徴収は行政法によって規制されているのでその法律関係の内容は行政法上の権
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利、義務に関わるものであって行政契約の成立要件に一致する。そのため、本

案契約は民事契約ではなく行政契約であってこの部分の一審判決を維持する。

第二、本案契約の第 4条 2項、3項の有効性を認める。本契約は行政契約に

属するものの、契約の効力は中国の「合同法」（契約法）16に基づき判断すべき

である。「合同法」第 52条 5項によると、法律、行政法規の「強制性規定」に

違反した契約は法的効力を有しないとする。

本案契約の第 4条 2項ではインフラ整備や不動産開発の対価として安丘市政

府は租税減免の優遇措置を「訊馳公司」に与えるとする。原審の指摘したよう

に、この内容は「税収徴収管理法」第 3条 1項に抵触する虞がある。ところ

が、上訴人が指摘した通りに、「税収徴収管理法」第 3条 1項の後半では、税

法が規定しないことについて国務院は行政法規を作ってそれを規定することが

できるという委任立法がある。租税優遇措置は現行税法に明確に規定されてい

なかった。国務院が発した「関於税収等優恵政策相関事項的通知」第 2条は租

税優遇措置の効力を認め、同通知第 3条は租税優遇措置を内容とする行政契約

の有効性も承認した。加えて、本案契約の第 4条 2項の内容は、当事者双方の

真実な意思表示である。そのため、原審判決における本案契約の第 4条 2項の

有効性の否認部分を取消し、その内容の有効性を承認する。

また、土地増値税や土地使用税は本案契約第 4条 2項により免除されたもの

の、「訊馳公司」は税法の規定に照らしてこの部分の租税を納めた。この部分

の租税について、本案契約第 4条 3項のような「先徴後返」が約束されていな

い。「訊馳公司」は租税免除の租税優遇があるものの、当該租税を納めた。こ

の行為はその租税優遇を放棄すると看做すことができる。また、国務院が発し

た「関於税収等優恵政策相関事項的通知」第 2条では、租税優遇措置は遡及力

がないとする。そのため、「訊馳公司」のこの部分の訴訟請求を棄却する。

本案契約の第 4条 3項は、前述の租税の「先徴後返」という租税優遇を約束

した。その租税は営業税と企業所得税を指す。山東省財政庁、山東省国家税務
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局、山東省地方税務局、中国人民銀行済南分行が連合で発した「関於貫徹魯政

発『2013』11号文件市有関予算管理問題的通知」（魯財予「2013」51号）によ

ると、営業税、及び営業税に基づく教育付加費、「城市調節基金」は安丘市政

府の財政収入だとする。また、山東省人民政府が発した「関於明確所得税収入

分享比例的通知」（魯政発「2013」112号）では、企業所得税の税収の 32％は

安丘市政府の財源であるとする。この「税収規範性文件」17によると、本案契

約の第 4条 3項の「先徴後返」の税収は安丘市政府の財源であり、この約束は

当事者双方の真実な意思表示で法律、行政法規の「強制性規定」に抵触してい

ないため、有効である。

第三、「誠信原則」は租税法律関係においても適用されうる。安丘市政府は

「訊馳公司」の請求は国家利益と社会公共利益を損害する虞があるという主張

は直接な証拠がないので支持しない。本案契約は法的効力があってこそ、当事

者双方は契約の合意を尊重して着実に履行しなければならない。

4．再審

安丘市政府は二審判決に不服があり、本案契約は「合同法」（契約法）第 52

条 5項違反を理由として最高人民法院に再審を申請し、二審の判決の取消を請

求する。再審裁判所はその再審を受理し、2019年 5月 22日に以下のような再

審判決を下した。

再審申請人の再審請求を棄却する。

まず、行政契約は行政管理の方式として、「行政性（権力性）」の一面を有

する一方、「公私合意」の産物として「契約性（契約の自由）」の一面をも有

する。すなわち、行政契約の法的効力の判断は行政行為の有効性に関わるのみ

ならず、民事法上の契約の有効性規定にも関わる。行政契約は特殊な行政行為

なので、その有効性の判断は主に「行政訴訟法」上の関連規定によって判断す

べきである。「行政訴訟法」第 75条及びその「司法解釈」18第 99条では、「重
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大且つ明白」の瑕疵がない限り、その行政行為は有効である。申請人は行政行

為の法的性質の理論を離れて、民事法の規定した無効事由のみを援用してその

法的効力を否定する。これは行政契約の機能の発揮と目的の実現を邪魔させ、

行政相手方の「信頼利益」の保護に不利になる。

また、本案契約の効力の判断に関する文言は、第 4条 2項と 3項である。

「税収徴収管理法」同法第 1項後半では、国務院は租税優遇措置に関する行政

法規を定めることができる。国務院が発した「国発『2015』25号」という

「税収規範性文件」第 2条では、各地方が出した租税優遇措置は当該措置の期

間有効であるとする。同「文件」第 3条では、行政契約における租税優遇措置

も当該措置の期間有効であるとする。故に、本案契約の第 4条 2項の租税減免

措置は法律、行政法規の「強制性規定」に違反しないと言えず、その有効性を

認定すべきである。

また、同条 3項の「先徴後返」の租税優遇措置について、安丘市政府の還付

した税額は当該地方政府の財源であり、安丘市政府はその財源に対して自主支

配権を有する。そのため、本案契約の第 4条 3項も法律、行政法規の「強制性

規定」に違反しないので、有効だと認定すべきである。再審申請人が本案契約

の無効だと主張するのは「行政優益権」19を行使して一方的に行政契約を解除

したいことに等しい。但し、「行政優益権」の行使は法律の規定に一致しなけ

ればならない。公共利益の需要または国家の法律の定め、政策の重大な調整が

ない限り、「行政優益権」を行使してはならない。

三　本案の意義と本案契約の法的性質

1．本案の意義

本案の最大な意義は租税事件において租税優遇措置の行政契約の有効性を明

確に認めた上で租税減免の法的根拠を要すること（減免要件の法定主義）を明

示し、中国式の「合法性の原則」を最高人民法院レベルの裁判例で示したこと
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である。

また、この案例において租税法律主義等の税法の問題のみならず、行政行為

の効力、行政裁量、「行政優益権」等の行政法の問題、及び契約の効力判断や

信義則の適用等の民事法問題も検討されている。この点からみれば、中国の行

政契約としての租税事件における法律関係は税法のみによって規律できる分野

わけではなく、公法と私法の交錯領域になってきた。これは中国租税法学界に

おいて「領域法学」20が盛んになってきた要因の一つである。

本案の再審判決は 2019年に下されたので、中国の関連立法に如何なる影響

を及ぼしたかについてはまだ見られない。にもかかわらず、行政契約に関する

「司法解釈」は本案の後に続々発され続けたので、行政契約等の概念は法院の

解釈によって統一されるようになっている。それを通じて最高人民法院は「同

案同判」（同じ法的事実な案件は同じ判決を下すべきである）の審判効果を求

めるような趨勢を見せている。最高人民法院が発した「関於統一法律適用加強

類案検索的指導意見（試行）」（2020年 7月 27日公布、2020年 7月 30日から

施行）によると、中国の各級法院は裁判の時、「類案検索」（法的事実、争点、

法律適用等が相似する裁判例）を検索し参照しなければならない。その参照の

順位は①最高人民法院が発した「指導性案例」21、②「典型案例」22、③その他

の案例であるとする。最高人民法院は行政契約に関する「指導性案例」をまだ

発していなかったが、2019年 12月 10日に 10件の行政契約に関する「典型案

例」を発布した。そのうち、「崔某訴徐州市豊県人民政府招商引資案」23の判旨

では、「行政優益権」の濫用の抑制のため、「誠信原則」は行政契約の案件にも

適用できるとする。

2．中国法における本案契約の法的性質

本案契約の法的性質を明確にするためには、中国法と日本法における行政行

為の相違点を明らかにする必要がある。
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日本法上の行政行為とは、行政庁が法律に基づき、公権力の行使として直

接．具体的に国民の権利義務を規律する行為のことを指す。私人間における典

型な行為形式である契約と対象をなし、契約は意思の合致による規律である一

方、行政行為は公権力行使による規律である24。行政活動は行政行為の上位概

念であり、権力的な行政活動（行政行為）と非権力的な行政活動（行政指導や

行政契約）から構成される25。日本法上の行政行為は行政契約の対義的な概念

である。

一方、2014年「行政訴訟法」改正まで中国法において行政行為は「抽象行

政行為」と「具体行政行為」に分けられる。前者は「規範定立行為」即ち行政

立法のことを指し、後者は日本行政法上の「行政処分」に相当する概念であ

る26。2014年「行政訴訟法」改正後、行政行為の概念範疇はかなり拡張されて

きた。行政行為とは、行政主体が職権行使のうち行政法上の法的効果を引き起

こす意思表示のことを意味する27。即ち、中国法上の行政行為は日本法上の行

政活動に相当する概念である。その概念は公権力の抑制という法治国家の価値

の無視、及び行政行為の概念が「法教義学」の試練から抽出したわけではなく

ドイツ法の概念を中国の国情によって都合よく作り出したものである28。この

ような行政行為の概念の下では、行政契約は行政行為の一種であって、その権

力性が否認されないのみならず、「行政優益権」を承認されるとする。

日本の行政法理論と異なり、中国法上の行政行為は行政活動の下位概念では

なく行政活動に相当する概念であって、本案契約の法的性質を認定する時、再

審判決では行政契約が権力性の一面を有する一方、「契約性」の一面を有す

る。行政契約は「行政」と「合同（契約）」の結合であるという観点もあ

る29。行政契約は特殊な行政行為であって、その効力は行政法の規定を適用

し、即ち「重大且つ明白な瑕疵」がない限り有効であるとする。
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四　契約の有効性理論からのアプローチ

本案契約の租税優遇措置は第 4条 2項の「租税の免除」と同条 3項の「先徴

後返」に構成される。また、中国の行政法理論によると、行政契約は契約性と

権力性の要素を有するので、契約の有効性理論と行政行為の瑕疵論という二つ

の角度からその有効性を検討できる。本案判決特に二審判決では、本案契約の

有効性の判断は主に「合同法（契約法）」の規定に基づき判断すべきだとす

る。本稿も契約の有効性の判断に対して民事契約の有効性理論からの検討に重

きを置く。

1．法令違反行為の効力判断

日本民法上の契約の有効性を判断する基準は意思の完全性、及び内容の妥当

性からなる30。内容の妥当性は適法性と社会的妥当性を含む。前者は法令に一

致することをさすことに対して後者は公序良俗に一致することである。本案裁

判の判旨から見れば、一審と二審法院は本案契約の有効性を判断する時、適法

性に重きを置いた。

一方、上述の一審と二審判決では、本案契約の有効性の判断基準は「合同

法」第 52条 5項の「法律、行政法規の強制性規定の違反」するかどうかとい

うところにあるとする。「合同法解釈（一）」（法釈［1999］19号）第 4条で

は、「合同法」第 52条 5項の「法律」は全国人民代表大会及び常務委員会が制

定した狭義の法律のことを指すとする。また、「合同法解釈（二）」（法釈

［2009］5号）第 14条と最高人民法院が発した「民商事合同案件指導意見」

（法発「2009」40号）第 15条では、「強制性規定」は「効力強制性規定」と

「管理強制性規定」に分けられる。「効力強制性規定」に違反した契約は当然無

効である一方、「管理強制性規定」に違反した契約は必ずしも無効ではないと

する。2021年に中国の「民法典」が施行された後、「合同法」は廃止された

が、その法令違反無効の条文は「民法典」の「合同編」と「総則編」に承継さ
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れた。「民法典」第 508条では、契約の効力判断は「総則編」の特別法として

の「合同編」の規定に従うべきである。「合同編」には規定がない場合、「総則

編」の民事法律行為の効力規定（第 143条）に従うとする31。「総則編」第 143

条 3項の「強制性規定」は「効力強制性規定」と「管理強制性規定」に分けら

れる。前者に違反するのは無効であり、後者に違反するのは必ずしも無効では

ない32。

2．「効力強制性規定」と「管理強制性規定」の区別

では、上述の「効力強制性規定」と「管理強制性規定」はどこが違うか。

「民商事合同案件指導意見」第 16条では、両者はその法規の趣旨を区別の基準

とすべきであるとする。即ち、この禁止的規範を通じて如何なる立法目的を実

現させるかという角度からその相違点を究明する33。朱慶育はドイツ法理論を

参照して禁止的規範の目的を次の三種類に分けている。即ち、①当事者の契約

内容またはその法的効果を禁止する内容禁令、②法律行為そのもの（主に犯罪

行為）を禁止する実施禁令、③公平な取引環境を作るため、時間、場所、種

類、方式の外部環境を制限する規定である純粋な秩序規定である34。

また、「効力強制性規定」と「管理強制性規定」という二元化の概念は史尚

寛が日本法から継受した「効力規定」と「取締規定」に基づき作られたもので

ある35。「効力規定」と「取締規定」は日本民法の「法令違反行為効力論」に

基づく概念である。その理論によると、法令の規定に違反した契約は必ずしも

無効の法的効果にならない。まず、民法上の規定は強行規定と任意規定に分け

られ、強行規定に違反した契約は無効である。そして、行政法の規定は効力規

定と取締規定に区別されている。効力規定に違反した契約は無効であり、取締

規定に違反した契約は取引の安全や当事者の公平の角度から考量すれば、必ず

しも無効ではない36。
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法令違反行為における法規範の分類

中国の法規範の分類 日本の法規範の分類 法規範の違反の法的効果

効力強制性規定 効力規定 契約無効

管理強制性規定 取締規定 契約の有効性を否定しない

本案契約の第 4条の有効性の判断に関する「税収徴収管理法」第 3条 2項は

如何なる法的性質を持つか。前述のように中国の「効力強制性規定」と「管理

強制性規定」は日本の効力規定と取締規定を手本として作られたので効力規定

と取締規定の区別から示唆を得ることができる。効力規定と取締規定の区別は

①法規範の趣旨、②行為の反社会性、③取引の安全、④当事者の公平によって

判断される。①②は効力の規定に接近して契約は無効の方向へ、③④は取締規

定に接近し有効の方向に働くファクターである37。「効力強制性規定」と「管

理強制性規定」は前述のようにその法律の趣旨の角度からその相違点を究明す

べきである。また、取引の安全と当事者の公平を保つため、契約の締結と履行

は「誠信原則」（信義則）を貫徹しなければならない38。以下では、①法規範

の趣旨、②「誠信原則」と合法性の原則の関係から本案契約の第 4条の租税優

遇措置の有効性を検討する。

3．関連の法規範の趣旨

法規範の趣旨について、「税収徴収管理法」第 3条 2項は「租税の課徴、徴

収停止、及び減税、免税、税額還付、過少納付の補充納付は法律の規定に照ら

して執行する」と定める。この内容からみれば、その目的は租税法律主義に基

づく課税要件法定原則、課税要件明確原則、合法性の原則を実現させることで

ある。文理解釈からみれば、本案契約の第 4条 2項の租税減免措置は「税収徴

収管理法」第 3条 2項に規定された租税の減免は法律の規定に違反してはなら

ないという文言に抵触する虞がある。また、本案契約の第 4条 3項の「先徴後
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返」措置は「税収徴収管理法」第 3条 1項に規定された租税の還付は法律の規

定によるべきであるとする文言に抵触する虞がある。尚且つ、本案の税収還付

は納税者または税務機関のミスで多めに徴収した税額を納税者に還付すること

ではなく、税務機関は税法に基づき徴収した税額を勝手に納税者に還付するこ

とを指す。財政民主主義の理論では、税収等の財政収入と財政出の間には予算

手続があるので「先徴後返」措置は予算によらない歳出と看做すことができ

る39。そのため、本案契約の第 4条 3項の「先徴後返」措置は租税法律主義の

みならず、財政民主主義にも違反する虞がある。「先徴後返」措置の禁止は原

理的には租税債務の相殺禁止と関連し、国の会計の不正が介入することを防止

し、歳入と歳出の混同を禁止する必要がある他に、納税者が国に対して反対債

権を有するか否かを租税行政庁に判断させることが困難であるためである40。

関連する中国の租税事件において、法院は納税者が提出した還付税額と土地譲

渡金との相殺請求を棄却した41。

一審判決は租税法律主義に基づき本案契約の第 4条 2項の有効性を否認した

一方、二審と再審は国務院の委任立法の規定を理由として第 4条 2項と 3項の

有効性を承認した。しかしながら、「税収徴収管理法」第 3条と「立法法」第

9条の規定によれば、この委任立法は行政法規（条例、規定、辦法）に限ると

する。国務院の委任立法とする「関於税収等優恵政策相関事項的通知」は「行

政法規」に属せず、「税収規範性文件」にすぎない。さらに、二審判決は山東

省の「税収規範性文件」に基づき、本案契約の第 4条 3項の「先徴後返」措置

の適法性を承認した。この点から見れば、法令違反行為の有効性を判断する

時、本案法院は租税法律主義と「合同法」の法律行為の法令違反の無効規定の

制限を突破し、中央と地方の「税収規範性文件」を根拠として合法性を認定し

た。日本の学者が指摘した「政策法源性」や「規範性文件」による文書行政の

中国法の特徴42は租税優遇措置に関する租税事件においても現れている。

上述の分析からわかるように、中国の「税収徴収管理法」第 3条は「効力強
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制性規定」であり、日本法上の「効力規定」に近い。一審判決は「税収徴収管

理法」第 3条に照らして、本案契約第 4条 2項の租税優遇措置の有効性を否認

した。ところが、本案の上級審の判決は国務院と山東省の「規範性文件」に基

づき、「行政優益権」濫用の抑制、行政相手方の信頼利益の保護乃至「誠信原

則」の擁護等を理由として本案契約の租税優遇措置の有効性を承認した。「税

収徴収管理法」第 3条の趣旨は租税法律主義に基づく合法性の原則を貫徹させ

る一方、本案の「規範性文件」の趣旨は政策手段としての行政契約43の履行を

保障し契約としての「誠信原則」（信義則）を擁護するものである。では、中

国の租税契約の事件において「誠信原則」と合法性の原則はどちらが優先的に

適用すべきか。

4．「誠信原則」と合法性の原則の関係

「誠信原則」と合法性の原則の関係について、次の問題を回答する必要があ

り、①一つは「誠信原則」が租税法律関係に適用できるか、②もう一つは①の

回答が肯定であれば、その適用要件は如何なるものであるか。

まず、①の問題に対して、本案の二審判決は肯定的な回答を明確に出した。

また、2020年に最高人民法院は納税者の投資の対価とする「先徴後返」の租

税優遇措置の案件において「誠信原則」と「公平原則」を理由として納税者の

税額還付請求を認めた44。河北省承德市中级人民法院も「誠信原則」に基づ

き、納税者が享受すべきな租税優遇措置の正当性を認めた45。

また、国務院が 2016年 12月 30日に発した「関於加強政務誠信建設的指導

意見」では、行政庁は「政務誠信」（行政活動における信義）に基づき行政契

約を勝手に解除してはならないとする。また、国務院が 2016年 12月 30日に

発した「関於進一歩激発民間有効投資活力」は同じ趣旨の意見を示し、民間の

投資の活性化を目的とする。このような「規範性文件」からみれば、「誠信原

則」が租税法律関係に適用できるかという問題に対し、最高行政機関である国
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務院も中国の法院と同じく肯定的な答えを出していると言える。

学界も肯定的な意見を示している。王澤鉴は「誠信原則」は民法体系の「帝

王原則」といえ、債法のみならず他の民法領域、さらに法体系全体にも適用し

うると述べている。この観点は中国民法学界に広範な支持を得ている46。租税

法学界も「誠信原則」は租税法律関係にも適用できるという観点に殆ど賛成す

る47。だが、租税法律主義も中国学界に租税法体系の「帝王原則」と位置づけ

られている48。では、租税法の「帝王原則」である租税法律主義と民法の「帝

王原則」である「誠信原則」が衝突する場合にその価値判断をどうすべきか。

租税法における信義則の適用の有無について、日本の学界には二つの観点が

ある49。それは租税法律主義の一つの側面である合法性の原則を貫くか、それ

ともいま一つの側面である法的安定性、即ち納税者の信頼利益の保護の要請を

重視するかという価値対立の問題である。この二つの価値の較量において、日

本裁判例では、合法性の原則を犠牲しても納税者の信頼利益を保護する必要が

あると認められる場合があって、その場合には個別的救済の法理としての信義

則が肯定されるべきであるが、次のような要件が満たさなければならないとす

る。①行政庁は納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示し、②納税者

の信頼が保護に値し、③納税者が行政庁の表示を信頼しそれに基づき何らかの

行為をしたというものである。

このような適用要件は中国の案例や租税法理論には見出すことができない。

ここで日本の適用要件を基準として個別的救済の法理として本案には「信義

則」が適用できるかについて検証する50。まず、安丘市政府は納税者に租税の

免除と「先徴後返」という租税優遇措置の行政契約を締結した。当該契約は本

案判決の判旨によるとそれは「当事者の真実な合意」である。なお、その契約

には安丘市政府の公印の押印と責任者のサインもあるので、納税者に対して信

頼の対象となる公の見解を構成したと言える。そして、納税者はその租税優遇

措置による利益を狙ってこそこの契約を結んで、当該契約の内容も納税者の真
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実な意思表示であり、この信頼利益は保護に値する。最後に、納税者は契約通

りに長安路のインフラ整備や不動産開発を完成させた。それは納税者側の契約

の義務をすでに履行してしまったことを意味する。この場合に安丘市政府は本

案契約を一方的に解除すれば信義則に背くのみならず、「公法上の不当利得」51

になりかねない。よって本案契約は日本法上の信義則の適用要件から見ても、

信義則を適用する余地があると言える。

五　行政行為の瑕疵論からのアプローチ

前述のように、中国の行政契約は行政行為の一種類として行政性と契約性の

法的性質を同時に有する。中国の行政契約は特殊な行政行為に位置付けられ、

その法的効力には「確定力」（公定力）が適用される52。本契約は有効性が取

り消されない限り当事者双方を拘束する。本案の再審判決は「行政法訴訟法」

第 75条に基づき本案契約が「重大且つ明白な違法事由」がない限りに有効で

あると判定した。このような判定は日本の行政行為の瑕疵論に相似している。

①「取消事由たる瑕疵」、②「無効事由たる瑕疵」に分けられる。前者①は取

消訴訟の排他的管轄が及び、公定力があることに対して、後者②は「重大且つ

明白な瑕疵」として当然に無効であって、公定力がないとする53。

中国の「行政訴訟法」第 75条及び中国の行政行為の効力に関する理論54か

ら見れば、中国の行政行為の瑕疵は「取消事由たる瑕疵」と「無効事由たる瑕

疵」の区別がなく、両者の要素を混同させるように見える。即ち、中国法上の

行政行為は「無効事由たる瑕疵」があるとしても、日本法上のように当然無効

という法的効果にならず、裁判所などによる取消まで依然として有効と見な

し、公定力があるとする。行政行為の有効性を判断する時、「重大且つ明白」

という無効事由たる瑕疵の成立要件を基準とする一方、その法的効果は裁判所

等による取消まで公定力がある。これは中国の行政訴訟法には日本の「行政事

件訴訟法」における取消訴訟や確認訴訟という分類がなく、瑕疵論は取消訴訟
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の排他的管轄を支持する機能がないことに関わる説もある55。本案契約は特殊

な行政行為として「重大且つ明白な瑕疵」がない限り有効であるどころか、無

効事由たる瑕疵があったとしても裁判所による無効認定までその有効性がある

だろう。

六　おわりに

以上、見てきたように本稿は「中国の法院はなぜ合法性の原則に抵触する虞

がある行政契約の有効性を認めるか」という問題をめぐって中国山東省の「訊

馳案」を検討した。検討結果として以下の諸点を指摘しておく。

第一、中国の行政契約は行政庁と行政相手方の合意であるものの、行政行為

の一種類と位置づけられている。本案の法院は本案契約の有効性を判断する

時、一審と二審判決は「合同法（契約法）」の規定を採用した一方、再審判決

は行政行為の瑕疵論に基づき、本案契約の有効性を承認した。この判決から、

中国の司法機関は行政契約の紛争解決に対して法令違反行為効力論からアプロ

ーチする一方、行政行為の側からもアプローチすることを読み取ることができ

る。

第二、本案契約の有効性を法令違反行為効力論から判断するとき、その鍵は

本案契約の租税優遇措置が租税法規の禁止的規定に違反したかということであ

る。その禁止的規定は主に租税法律主義に基づく「合法性原則」の条文化であ

って中国の「税収徴収管理法」に定められている。中国の法理論によると、租

税法を含む行政法の禁止的法規範は「効力強制性規定」と「管理性強制性規

定」に分けられ、日本の効力規定と取締規定にそれぞれ相当する。両者の区別

は規範の趣旨及び取引の安全、当事者の公平にある。中国の「税収徴収管理

法」第 3条の法規範の趣旨は合法性の原則を貫くことである。但し、同条は国

務院への委任立法を認める。本案上級審の判決はその委任立法である「規範性

文件」に基づき、且つ納税者の信頼利益の保護と「誠信原則」（信義則）の擁
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護を理由として本案契約の効力を認めた。これは「政策法源性」という中国法

の特徴が租税法の分野における表現であると言えるかどうかは以後の課題とし

てより一層深く検討したい。

第三、信義則と租税法律主義に基づく合法性の原則の関係について、本案判

決及び関連の案例では、中国の租税法律関係において信義則が適用される余地

があることを示している。学界も信義則が租税法の分野において適用できるか

どうかに対して肯定的な態度は殆どである。合法性の原則によると、租税法は

強行法なので租税優遇に関する行政契約の有効性が元来否認される。ところ

が、「訊馳公司」は安丘市政府の租税優遇政策を信じて本案契約を締結した。

そして契約通りにその義務を履行した。その信頼利益は、仮に日本法の信義則

の適用要件を考慮すると保護に値すると言うことができる。合法性の原則は租

税法律関係において原則として優先的に適用される一方、信義則は個別救済の

法理として適用要件を満たす場合に適用できる。

第四、行政行為の無効判断に本案判決は「重大且つ明白」な瑕疵がある場合

という要件論を採用した。また、行政行為の一種類とする本案契約は「重大且

つ明白」な瑕疵があるとしても当然無効の法的効果にならず法院による取消ま

で法的効力があるとした。

本案契約の有効性が承認される要因は租税法律主義を認められないわけでは

なく、信義則に基づく納税者の信頼利益が保護に値すること及び本案契約が

「重大且つ明白」な瑕疵が存在しない旨を本案法院が判断している。

残された課題として、租税優遇を享受する納税者の信頼利益を保護すること

は、その優遇を享受していない納税者にとって不公平ではなかろうかというこ

とである。租税公平主義に抵触する虞があるだろうか。また、前述の「先徴後

返」のような租税優遇措置において租税法と財政法とが混同する法的問題に対

して裁判所はどう対応すべきか。これらの問題は今後の課題とする。
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14 「行政法規」とは、国務院が憲法、法律に基づき制定する法規であり、法律の細
則や行政管理権の発動に必要な範囲で具体的な規定をおくものである。鈴木賢
「第 3章憲法」高見澤磨＝鈴木賢＝宇田川幸則＝坂口一成『現代中国法入門』有
斐閣 2019年第 8版第 118頁を参照。

15 「強制性規定」は本文後述のように日本法上の効力規定と取締規定に相当する法
規範である。

16 中国語の「合同」とは「契約」のことを意味する。契約法は 1993年に制定さ
れ、契約立法の基礎にある価値判断の問題（自由か統制か）がほぼ解決され、市
場経済型の契約法典であると評価される。王晨「第 6章民事財産法」高見澤磨＝
鈴木賢編『要説中国法』東京大学出版会 2017年第 129頁を参照。また、2021年
1月 1日から「中華人民共和国民法典」の施行に伴い、「合同法」は廃止され、そ
の内容はほぼ同法典の「第三编 合同」に吸収された。

17 「税収規範性文件」とは、税法の適用のために税務機関が発した文書のことを意
味する。日本法上の通達に近い概念である。前注［6］李貌、第 117頁を参照。

18 「司法解釈」とは、中国の最高司法機関が具体的な法律適用問題に対して発した
解釈のことを指す。最高人民法院が発した「審判解釈」と最高人民検察院が発し
た「検察解釈」からなる。前注［14］鈴木、第 120-121頁を参照。

19 「行政優益権」はフランス行政法から中国に伝来される行政法の概念であり、行
政契約において行政庁が有するその行政契約の拘束を超える行政権のことを指
す。それは①監督、指導権、②制裁権、③契約解除権、④契約変更権からなる。
李頴異「法国行政合同優益権重述」『求是学刊』2015年第 42巻第 4期第 97-102

頁を参照。
20 「領域法学」とはある学術問題をめぐってある特定な部門法知識に拘らず、隣接
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な法分野、更に経済学や社会学等の知識や研究方法を利用してその問題を解決し
ようとする研究の方式である。劉剣文「論領域法学 :一種立足新興交叉領域的法
学研究範式」『政法論従』2016年第 5期第 3-15頁を参照。

21 「指導性案例」とは、最高人民法院が「関於案例指導工作的規定」（2010年 11月
26日に発布）に基づき、発布した一連の案例のことを指す。各地の法院における
法適用の統一を図り、同類の事件を同様に処理する「同案同判」ことで司法への
信頼を高めようとするものである。前注［14］鈴木、第 121頁を参照。

22 「典型案例」とは最高人民法院が発した同類の事件を同様に処理する法適用の統
一に参考の意義を有する典型的な案件である（所謂「同案同判的典型意義」）。
「指導性案例」との区別はまだ不明である。

23 江蘇省高级人民法院が発した「崔某某訴徐州市豊県人民政府招商引資案」
「（2016）蘇行终字第 90号」（2017年 3月 29日）を参照。

24 櫻井敬子＝橋本博之『行政法』弘文堂 2019年第 6版第 72-74頁を参照。
25 同上、第 120-125頁を参照。
26 前注［11］高見澤、第 124-125頁を参照。
27 余凌雲『行政法講義』清華大学出版社 2020年第 3版 273-274頁を参照。
28 趙宏「行政行為作為行政法教義学核心的困境与革新―兼論我国行政行為学理的進
化」『北大法律評論』2014年第 15巻第 2 辑第 507-535頁を参照。「法教義学」と
は、「Rechtdogmatik」というドイツ法の概念の訳語であり、法学研究の方法とし
て、現行の法律規範を解釈して各概念を類型化させて既有の法体系の下で統一さ
せることを意味する。卜元石『徳国法学与当代中国』北京大学出版社 2021年第
5-19頁を参照。

29 胡建淼『行政法学』法律出版社 2015年第 4版第 459頁を参照。
30 大村敦志『新基本民法 1総則編基本原則と基本概念の法』有斐閣 2018年第 51-52

頁を参照。
31 楊立新主編『中華人民共和国民法典釈義与案例評註．合同編上』中国法制出版社

2020年第 102-103頁を参照。
32 楊立新主編『中華人民共和国民法典釈義与案例評註．総則編』中国法制出版社

2020年第 373-374頁を参照。
33 朱慶育「第 52条第 5項違法合同」朱慶育主編『合同法評注選』北京大学出版社

2019年第 213-216頁を参照。
34 同上、第 216-219頁を参照。
35 蘇永欽「以公法規範控制私法契約」『人大法律評論』2010年第 1期第第 5-6頁を

参照。
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36 前注［30］大村書、第 86-88頁を参照。
37 前注［30］大村書、第 88頁を参照。
38 王澤鉴『民法学説与判例研究』北京大学出版社 2015年第 226頁を参照。
39 中里実『財政と金融の法的構造』有斐閣 2018年第 221-243頁を参照。
40 前注［2］金子書、第 809頁を参照。
41 「吉林省誠毅車橋懸掛製造集団有限公司訴東豊県人民政府履行行政協議案」
「（2020）吉 09行終 250号」を参照。

42 高見澤磨「第 1章法源」高見澤磨＝鈴木賢『要説中国法』東京大学出版社 2017

年第 4-5頁を参照。
43 前注［24］櫻井敬子＝橋本博之書、第 123-124頁を参照。
44 最高人民法院が 2020月 12月 26日に発した「全椒盛華建材市場開発有限公司、
安徽省全椒県人民政府再審行政裁定書」「(2020)最高法行再 171号」を参照。

45 河北省承德市中级人民法院が 2019年 6月 25日に発した「承德九鼎房地産開発有
限公司與豊寧满族自治県人民防空辦公室行政追缴二審行政判决書」「(2019)冀 08

行终 18号」を参照。
46 王利明＝楊立新＝王轶＝程啸『民法学』法律出版社 2017年第 5版第 30-31頁を
参照。

47 葉珊「地方政府税収减免承諾的効力瑕疵」『当代法学』2017年第 6期第 119-121

頁を参照。徐国棟「論诚信原則向公法部門的拡張」『東方法学』2012年第 1期第
7頁を参照。邵偉傑「誠実信用原則在税法上的適用探討」『税務研究』2010年第 4

期第 53頁を参照。
48 刘剣文「落実税収法定原則的現実路径」『政法論壇』2015年第 3期第 14頁を参

照。
49 前注［2］金子書、第 135-140頁を参照。
50 契約法理に関して、英米法における禁反言（エストッペル estoppel、地方政府は
承諾しながら、地方政府の側から契約を履行しないことの信義誠実原則違反）の
適用も考えられる。しかしながら、中国法はドイツ法をはじめとする大陸法の影
響（信義則を含む）を受け、英米法の影響は比較的に少なく、禁反言からの検討
は以後の課題とする。海静「論英国法上的允諾禁反言原則理論探討」『社会科学
動態』2017年第 2期第 113-115頁を参照。

51 汪厚冬「公法上不当得利研究」『北方法学』2012年第 2期第 44-56頁を参照。
52 前注［29］胡建淼書、2015年、第 141頁を参照。
53 前注［24］櫻井敬子＝橋本博之書、2019年、第 90-95頁を参照。
54 前注［29］胡建淼書、2015年、第 145-147頁を参照。
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55 章程「行政協議訴訟類型的区分、融合與転換」『行政法学研究』2021年第 3期第
103-104頁を参照。
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中国税收案件中行政协议与税收法定主义的冲突

LI MAO

基于税收法定主义的合法性原则的要求，税务行政机关在征税时，没有税收减

免的裁量自由。无税法依据的情况下，税务行政机关与纳税人签订的税收减免等

优惠措施的协议是无效的。然而近年来这种行政协议的有效性得到了法院和学界

的承认。为何与税收法定原则相抵触的行政协议会被认为是有效的呢？ 本文以

中国的 “迅驰案” 为研究对象对该问题进行了探讨。经过分析可知，本案判决承

认本案协议的有效性基于两个原因。一个是法院认为本案协议并未违反法律的强

制性规定，另一个是本案协议并没有 “重大且显著”的瑕疵，故不符合行政行为

无效的成立要件。可以看出，本案协议被定性为行政协议，其有效性既可以根据

违法法律行为无效的合同法理论，也可以根据行政行为的瑕疵论的行政法理论来

判定。本案判决首先利用税收规范性文件的变通规定，回避了本案协议是否违反

税法强制性的规定的问题。然后该判决认为本案纳税人基于对行政机关信任而签

订了该行政合同，该合同是双方真实的合意。并且纳税人已经履行了自己的合同

义务，这种信赖利益值得保护的。另外，本案协议在中国的行政法上被定性为一

种行政行为，只要没有 “重大且显著”的瑕疵，就具有公定力，应被认定为有

效。总之，本案判决基于对诚信原则的拥护以及行政行为的瑕疵论这两点理由，

优先保护了行政相对人的利益，承认了本案行政协议的有效性。但这种包含着税

收优惠措施的行政协议是否与税收公平原则相抵触？ 这个问题留作以后探讨。
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